
新型コロナウイルス感染症に対する富士市の対応記録
【目的】今後、新たな感染症が発生した場合に備え、これまでの新型コロナウイルス感染症に対する

様々な対応の中で得た経験を次へつなげていくための基礎資料とするため。
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新型コロナウイルス感染症対策本部体制の
評価
令和2年から対応してきた、新型コロナ

ウイルス感染症対策においては、静岡県に
緊急事態宣言がなされた令和2年4月以降も
事務局を保健部に置き対応に当たったが、
令和2年12月には市内の新規感染者数が
205人となるなど、危機レベルとしては、
「全庁的に対応する必要がある場合（レベ
ル４）」【富士市危機管理指針より】に該
当する事態であったと考察する。

このことを踏まえ、今後、特措法第32条
の規定により新型インフルエンザ等緊急事
態宣言がなされたときには、躊躇すること
なく富士市新型インフルエンザ等対策本部
条例（平成25年3月条例第19号）により、
富士市新型インフルエンザ等対策本部を設
置し、事態に対応することとし、事務局は、
危機管理室に置くこととする。
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本市においては、令和２年２月に富士市
感染症対策連絡会議を開催して以降、令
和５年５月７日に新型コロナウイルス感
染症対策本部を廃止するまで約３年間に
全庁体制で対応に当たってましきた。
この記録では、右の目次のとおり第１章
〜第４章の構成で振り返り記録を取りま
とめました。
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